
 

 

 

 

 

 

 

2 0 2 5 年 1 月 ８ 日 

東日本旅客鉄道株式会社 

駅社員および新幹線・在来線運転士への保護メガネ本格導入について 

 

 

 

 

 

１．概要 

ホーム上の安全確認を行う駅社員および新幹線・在来線運転士に、信号機の現示の視認等に影響を

およぼさない偏光レンズを使用した保護メガネを本格的に導入します。 

 

２．保護メガネ着用による効果 

（１）直射日光や反射光等の眩しさを軽減することによる前方の視認性向上 

（２）直射日光や反射光等をカットすることによる疲労の軽減 

 

３．導入箇所 

 （１）駅…終日ホーム上で列車の安全確認を行う社員を配置している駅の一部 

      （在来線…10駅、新幹線…7駅） 

 （２）運転士…JR東日本管内の新幹線・在来線全線区 

  

４．導入時期 

2025年２月１日（土）以降、順次導入 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JR 東日本は、ホーム上の安全確認を行う駅社員および新幹線・在来線運転士について、視認性

の向上と疲労軽減による更なる安全性の向上を目的として、2024 年２月以降、一部の駅や新幹線・

在来線において保護メガネ着用の試行を実施してきました。この度、試行によって効果が確認できた

ため、２月以降 JR 東日本管内のホーム上の安全確認を行う駅社員および新幹線・在来線の運転士

に保護メガネを順次導入していきます。 

（駅社員） 

【保護メガネイメージ】 

（クリップオンタイプ） 

（オーバーグラスタイプ） 
（運転士） 

【保護メガネ着用イメージ】 


